
 

 

名古屋都市計画赤津南地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例をここに公布する。  

平成３０年３月２９日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第２３号 

名古屋都市計画赤津南地区計画の区域内における建築物の制限に

関する条例  

（趣旨） 

第１条  この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下

「法」という。）第６８条の２第１項の規定に基づき、名古屋都市計画

赤津南地区計画の区域内における建築物に関する制限に関し必要な事項

を定めるものとする。  

（適用区域）  

第２条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条

第１項の規定により告示する名古屋都市計画赤津南地区計画（以下「地

区計画」という。）の区域内において適用する。  

（地区の区分及び名称）  

第３条 この条例における地区の区分及び名称は、地区計画の計画図に表

示するところによる。  

（建築物の用途の制限) 

第４条 別表１の左欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に

掲げる建築物は、建築してはならない。  

２ 別表２の左欄に掲げる地区は、同表の右欄に掲げる建築物以外の建築

物を建築してはならない。  

３ 法第３条第２項の規定により前２項の規定の適用を受けない建築物に



 

 

ついて、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、

法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、前２項の規定は、

適用しない。  

⑴ 増築又は改築が基準時（法第３条第２項の規定により前２項の規定

の適用を受けない建築物について、法第３条第２項の規定により引

き続き前２項の規定（当該規定が改正された場合においては、改正

前の規定を含む。）の適用を受けない期間の始期をいう。以下この

項において同じ。）における敷地内におけるものであり、かつ、増

築後又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷

地面積に対してそれぞれ法第５２条第１項、第２項又は第３項及び

法第５３条の規定に適合すること。  

⑵  増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の１ .２倍を

超えないこと。  

⑶ 前２項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の増築後の床

面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の１ .２倍を超

えないこと。  

（建築物の容積率の最高限度）  

第５条 建築物の延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合にお

いては、その延べ面積の合計）の敷地面積に対する割合は、Ｂ－２地区

内においては、１０分の１０以下でなくてはならない。  

２ 前項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自

転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を含

む。以下「自動車車庫等」という。）の用途に供する部分の床面積は、

当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築

物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和）



 

 

の５分の１を限度として算入しない。  

３ 法第３条第２項の規定により第１項の規定の適用を受けない建築物に

ついて、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、

法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、第１項の規定は、

適用しない。  

⑴ 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に

供するものであること。  

⑵ 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計

が基準時（法第３条第２項の規定により第１項の規定の適用を受け

ない建築物について、法第３条第２項の規定により引き続き第１項

の規定（当該規定が改正された場合においては、改正前の規定を含

む。）の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。）

における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超え

ないものであること。  

⑶ 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積

の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の５分

の１（改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に

供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の

合計の５分の１を超えているときは、基準時における自動車車庫等

の用途に供する部分の床面積の合計）を超えないものであること。  

４  法第３条第２項の規定により第１項の規定の適用を受けない建築物

について、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、

法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、第１項の規定

は、適用しない。  

（建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置 ) 



 

 

第６条 建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合には、当該建

築物又は当該敷地の全部について、前２条の規定を適用する。  

 （建築物の敷地が２の地区にわたる場合の措置 ) 

第７条 建築物の敷地が２の地区にわたる場合には、当該建築物又は当該

敷地の全部について、当該敷地の過半が存する地区に係る第４条及び第

５条の規定を適用する。  

 （公益上必要な建築物の特例 ) 

第８条 市長が公益上必要な建築物でやむを得ないと認めて許可したもの

については、その許可の範囲内において、この条例の規定は、適用しな

い。 

 （委任）  

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

 （罰則) 

第１０条  次の各号のいずれかに該当する者は、２０万円以下の罰金に処

する。  

⑴ 第４条第１項及び第２項の規定に違反した場合における当該建築物

の建築主  

⑵  第５条第１項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者

（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで

工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者）  

⑶ 法第８７条第２項において準用する第４条第１項及び第２項の規定

に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者  

２ 前項第２号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築

主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰する

ほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。  



 

 

第１１条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従

業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、

その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科す

る。 

附 則 

この条例は、名古屋都市計画赤津南地区計画に係る都市計画法第２０条

第１項の規定に基づく告示の日から施行する。  

別表１（第４条関係）  

地区の区分  建築してはならない建築物  

Ａ地区  １  ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴル

フ練習場及びバッティング練習場  

２ ホテル又は旅館  

３ 自動車教習所  

４ キャバレー、料理店その他これらに類するもの  

５  個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するも  

の  

６  マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売

所、場外車券売場その他これらに類するもの  

７ カラオケボックスその他これらに類するもの  

８  劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラ

ブその他これらに類するもの  

９ 倉庫業を営む倉庫  

１０  畜舎（建築物に附属するもので床面積の合計が１５

㎡を超えないものを除く。）  

１１  店舗、飲食店、展示場、遊技場その他これらに類す



 

 

る用途で建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号。以下「令」という。）第１３０条の８の２第１項で

定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床

面積の合計が１万㎡を超えるもの  

１２  陶磁器、ガラス、木材加工品の製造を営む工場その

他これらに類するもの以外の工場  

１３  危険物（令第１３０条の９の表に掲げる危険物をい

う。）の貯蔵又は処理に供するもの（建築物に附属する

ものを除く。）  

Ｂ－１地区  １  ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴル

フ練習場及びバッティング練習場  

２ ホテル又は旅館  

３ 自動車教習所  

４  畜舎（建築物に附属するもので床面積の合計が１５㎡

を超えないものを除く。）  

５  陶磁器、ガラス、木材加工品の製造を営む工場その他

これらに類するもの以外の工場  

６  危険物（令第１３０条の９の表に掲げる危険物をい

う。）の貯蔵又は処理に供するもの（建築物に附属する

ものを除く。）  

別表２（第４条関係）  

地区の区分  建築することができる建築物  

Ｂ－２地区  １ 住宅 

２ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ね

るもののうち令第１３０条の３で定める兼用住宅  



 

 

３ 共同住宅、寄宿舎又は下宿  

４ 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を

除く。）、図書館その他これらに類するもの  

５ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの  

６ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類す

るもの  

７ 公衆浴場（個室付浴場業に係るものを除く。）  

８ 診療所  

９ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第１

３０条の４で定める公益上必要な建築物  

１０  前各号の建築物に附属するもの（令第１３０条の５

で定める附属建築物を除く。）   

 


